
 

茨城県後期高齢者医療広域連合公用車の管理及び使用に関する規則 

平成 19年６月 26日 

規則第 15号 

改正 平成 21 年３月 31 日 規則第６号 

改正 令和６年３月 14 日 規則第２号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、公用車の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 公用車 茨城県後期高齢者医療広域連合（以下｢広域連合｣という。）が所有又は賃貸借

契約等により広域連合の使用に属する自動車（道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185

号）第２条第２項に規定するものをいう。以下同じ。）をいう。 

(2) 私有車 広域連合の職員（茨城県後期高齢者医療広域連合職員定数条例（平成 19 年茨

城県後期高齢者医療広域連合条例第５号）第１条に規定する職員をいう。以下同じ。）が

所有し、又は占有し、かつ、現に職員が管理している自動車をいう。 

(3) 運転者 茨城県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例（平成19年茨城県後

期高齢者医療広域連合条例第10号）第４条第１項に規定する旅行命令を受けた者で、公用

車を運転する者をいう。 

 （車両管理者） 

第３条 公用車の車両管理者は、総務課長とする。 

 （車両管理者の職務） 

第４条 車両管理者は、他に定めるもののほか次に掲げる職務を行う。 

 (1) 運転者の健康状態等の把握並びに安全運転の指導及び監督に関すること。 

 (2) 公用車の点検整備に係る指導及び監督に関すること。 

 (3) 公用車の車庫の管理に関すること。 

 (4) その他公用車の安全運転及び整備に関すること。 

 （台帳の整備） 

第５条 車両管理者は、その管理する公用車について必要な事項を記録した車両管理票（様式

第１号）を作成し、整理しておかなければならない。 

 （公用車の使用申請等） 



 

第６条 公用車を使用しようとする者（以下「使用者」という。）は、あらかじめ使用しよう

とする日（以下「使用日」という。）の公用車の空き状況を確認し、公用車使用申請書（様

式第２号）により車両管理者の許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、

この限りでない。 

２ 使用者は、前項に定める公用車の使用の許可を受けた後において、当該公用車を使用する

必要がなくなったとき、又は、許可を得た事項に変更を生じたときは、直ちに車両管理者に

届け出なければならない。 

 （かぎ等の貸出し） 

第７条 車両管理者は、使用日において運転者に対し、公用車のかぎ及び運転日報兼点検票

（様式第３号）を貸し出すものとする。 

２ 車両管理者は、前項において貸し出されたものに加えて必要と認めるときは、給油カード

（広域連合と給油取扱業者等との間で締結された契約に基づき、給油サービスを受けるため

に当該給油取扱業者等から提供されたカードをいう。以下同じ。）及びＥＴＣカード（有料

道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令（平成 11 年建設

省令第 38 号）第４条第１項第１号に規定する識別カードをいう。以下同じ。）を貸し出すこ

とができる。 

 （かぎ等の保管） 

第８条 前条に定める公用車のかぎ、運転日報兼点検票、給油カード及びＥＴＣカードは、車

両管理者がこれを保管するものとする。 

 （公用車の使用） 

第９条 運転者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由

による場合は、この限りでない。この場合において、直ちに車両管理者にその旨を報告しな

ければならない。 

 (1) あらかじめ許可を受けた使用目的以外の目的に使用すること。 

 (2) 公務に関係のない者を同乗させること。 

２ 運転者は、使用前において当該公用車の車両点検を行い、その結果を運転日報兼点検表に

記載し、故障又は破損箇所を発見したときは、直ちに車両管理者に報告しなければならない。 

３ 車両管理者は、前項の報告により当該公用車を使用するに当たり、安全に運行することが

できないと認めるときは、安全に運行できるよう必要な修繕をしたうえでなければ当該公用

車を使用させてはならない。 



 

４ 運転者は、使用後において運転日報兼点検表にその使用状況を記載し、車両管理者に提出

しなければならない。 

５ 運転者は、使用後は公用車を所定の場所に駐車し、第７条において貸し出されたものを車

両管理者に返却しなければならない。 

 （事故の処理及び報告） 

第 10 条 運転者は、公用車の使用中において事故が発生したときは、法令に基づく必要な措

置をとるとともに、直ちに車両管理者に報告し、その指示を受けなければならない。 

２ 運転者は、前項に定める必要な措置をとった後、事故報告書（様式第４号）を作成し、車

両管理者に報告しなければならない。ただし、運転者が事故報告書を作成することが困難な

ときは、当該公用車の同乗者又は運転者の上司が作成するものとする。 

３ 車両管理者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく事実を調査し、必要な事項を広域連

合長に報告するものとする。 

４ 事故の処理に関する諸手続きは、車両管理者が行うものとする。 

 （私有車の公務使用の禁止） 

第 11 条 車両管理者は、私有車を公務に使用することを許可してはならない。ただし、公務

のため緊急又はやむを得ない場合に限り、これを許可することができる。 

２ 私有車の使用に関し必要な事項は、別に定める。 

 （運転免許証の確認） 

第 12 条 車両管理者は、原則として年に１回、職員に対して運転免許証を提示させ、若しく

はその写しを提出させる等をして、職員の運転免許証の交付状況を把握するよう努めなけれ

ばならない。 

 （その他） 

第 13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成 19年６月 26日から施行する。 

   附 則（平成 21年規則第６号） 

 この規則は、平成 21年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年規則第２号） 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。



 

様式第１号（第５条関係） 

車 両 管 理 票 自 動 車 登 録 番 号  

車 両 重 量 ㎏ 車 名  定期車両検査有効期間 

乗 車 定 員 人 型 式 及 び 年 式 
型 

年式 
年 月 日～    年 月 日 

最 大 積 載 量 ㎏ 車 体 の 形 状  年 月 日～    年 月 日 

車 両 総 重 量 ㎏ 原 動 機 の 型 式  年 月 日～    年 月 日 

長 さ ㎝ 
総 排 気 量 又 は 

定 格 出 力 

ℓ 

kw 
年 月 日～    年 月 日 

幅 ㎝ 燃 料 の 種 類  年 月 日～    年 月 日 

高 さ ㎝ 車 台 番 号  年 月 日～    年 月 日 

用 途  所 有 及 び 管 理  年 月 日～    年 月 日 

新規登録年月日  
購 入 金 額 又 は 

リ ー ス 借 上 料 
購 入 ・ リース 年 月 日～    年 月 日 

 



 

（裏 面） 

強 
 

制 
 

保 
 

険 

保 険 有 効 期 間 保 険 会 社 名 保 険 番 号 保 険 料（円） 

年 月 日～   年 月 日    

年 月 日～   年 月 日    

年 月 日～   年 月 日    

年 月 日～   年 月 日    

年 月 日～   年 月 日    

年 月 日～   年 月 日    

年 月 日～   年 月 日    

年 月 日～   年 月 日    

年 月 日～   年 月 日    

年 月 日～   年 月 日    

年 月 日～   年 月 日    

年 月 日～   年 月 日    

年 月 日～   年 月 日    

任 
 

意 
 

保 
 

険 

保 険 有 効 期 間 保険会社名 保 険 番 号 
責  任  額（万円） 

保険料（円） 
対 人 対 物 車 両 搭 乗 者 

年 月 日～   年 月 日        

年 月 日～   年 月 日        

年 月 日～   年 月 日        

年 月 日～   年 月 日        

年 月 日～   年 月 日        

年 月 日～   年 月 日        

年 月 日～   年 月 日        

年 月 日～   年 月 日        

年 月 日～   年 月 日        

年 月 日～   年 月 日        

年 月 日～   年 月 日        

年 月 日～   年 月 日        

年 月 日～   年 月 日        

 



 

様式第２号（第６条関係） 

公用車使用申請書 

車 両 

管理者 

使 用 課 総 務 課 

課 長 課 員 課 員 

    

 

使 用 日 時 
年  月  日 午前 ・ 午後  時  分から 

年  月  日 午前 ・ 午後  時  分まで 

使 用 目 的  

行 先  

ＥＴＣカードの利用 無・有 → 利用区間  

使 用 者 （     ）課：氏名（            他   名） 

使 用 車 両  

 

ＥＴＣカード№ １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 

 

（注意事項） 

 １ 申請後に公用車を使用する必要がなくなったときは、総務課に連絡してください。 

 ２ 公用車の使用前及び使用後は、必ず点検を行ってください。 

 ３ 公用車の使用に当たっては、次の行為は行わないでください。 

  (1) あらかじめ許可を受けた使用目的以外の目的に使用すること。 

  (2) 公務に関係のない者を同乗させること。 

 ４ 公用車の使用中に事故又は車体に異常が生じたときは、総務課に連絡してください。 

 ５ 貸し出しを受けたＥＴＣカード又は給油カードの取扱いについては、十分注意してくだ

さい。 

 ６ 帰着後には、必ず運転日報兼点検票に必要事項を記入し、貸し出しを受けたものは、総

務課に直ちに返納してください。 



 

様式第３号（第７条関係） 

 車両管理者 運転者 

運転日報 兼 点検票 
車両番号（       ） 

  

 

               天 候 

 

年  月  日（  曜日） 

 

 

出 発 時 

（㎞） 

帰 着 時 

（㎞） 

本日の走行 

（㎞） 

   

運     転     時     間 乗車人員 運転者名 

出発    時   分  帰着    時   分 人  

 

ＥＴＣカードの利用 
区  間  

カード№ １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ （該当番号に○） 

 
給 油 の 有 無  無 ・ 有 （該当に○）→ 〔給油量     ℓ〕 

燃 料 の 残 量  満 ・ ２／３ ・ １／２ ・ １／３ ・ 無 

 

 点 検 箇 所 点 検 内 容 良 否  点 検 箇 所 点 検 内 容 良 否 

機
関
室 

燃料 潤滑油 水 量 漏れ 汚れ   

そ 
 
 

の 
 
 

他 
 
 

の 
 
 

装 
 
 

置 

方向指示器 作用   

ファンベルト 損傷 ゆるみ   警音器 作用   

操

縦 

装

置 
ハンドル 遊び がた 重さ 揺れ   窓拭き器 作用   

クラッチペダル 遊び がた 重さ   速度計 作用   

制

動 

装

置 

ブレーキペダル 踏みしろ 効き具合   後写鏡  反射鏡 写撮   

ブレーキレバー 引きしろ 効き爪の具合   登録番号票 汚れ 損傷   

緩

衝 

装

置 

シャシバネ 折損 亀裂 整列   反射器 汚れ 損傷   

ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ 作用   計器類 作用   

走

行 

装

置 

タイヤ 空気圧 摩耗 損傷   非常用信号用具 有無   

原動機 排気の色   

    
燈
火 

尾燈 前照燈 

制動燈 番号燈 
   

帰 着 時 の 車 両 の 確 認  異常なし ・ 異常あり（状態：                  ） 

備 考  



 

様式第４号（第 10条関係） 

事 故 報 告 書 

広 域 
連 合 長 

副 広 域 
連 合 長 事務局長 

事 務 局 
次 長 

車 両 
管 理 者 

     

所 轄 警 察 署  

事 故 発 生 の 場 所  

事 故 発 生 の 年 月 日 年  月  日（  曜日）午前・午後  時  分頃 

当 
 
 
 
 
 
 

事 
 
 
 
 
 
 

者 

利 
 

用 
 

者 

所

有

者 

住 所  

氏 名  

運

転

者 

住 所  

氏 名  

免 許 証 種類（      ） 番号： 

登 録 番 号  

車 名  

型（年）式  

自動車保険 会社名（          ）保険番号： 

相 
 

手 
 

方 

所

有

者 

住 所  

氏 名  

運

転

者 

住 所  

氏 名  

登 録 番 号  

車 名  

型（年）式  

自動車保険 会社名（          ）保険番号： 

事故概要 

事故発生状況略図 

 上記のとおり事故が発生したので報告します。 

年  月  日 

  茨城県後期高齢者医療広域連合長 あて 

所属長              印 

報告者              印 


